
 

1 

〇
文
部
科
学
省
訓
令
第 

 
 

号 
文
部
科
学
省
行
政
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年 

 

月 
 

 

日 

文
部
科
学
大
臣 

阿
部 

俊
子 

 

文
部
科
学
省
行
政
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

文
部
科
学
省
行
政
文
書
管
理
規
則
（
平
成
二
十
七
年
文
部
科
学
省
訓
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 



 

2 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
第
十
章 

秘
密
文
書
等
の
管
理 

（
特
定
秘
密
で
あ
る
情
報
又
は
重
要
経
済
安
保
情
報
を
記
録
す
る
行
政
文
書
の
管
理 

 

） 

第
二
十
九
条 

特
定
秘
密
（
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律

第
百
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
秘
密
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ

る
情
報
を
記
録
す
る
行
政
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

同
法
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
三

十
六
号
）
、
特
定
秘
密
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
適
性
評
価
の
実
施
に
関
し
統

一
的
な
運
用
を
図
る
た
め
の
基
準
（
平
成
二
十
六
年
十
月
十
四
日
閣
議
決
定
）
及
び

同
令
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
文
部
科
学
省
に
お
け
る
特
定

秘
密
の
保
護
に
関
す
る
規
程
に
基
づ
き
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
重
要
経
済

安
保
情
報
（
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法

律
第
二
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
重
要
経
済
安
保
情
報
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
記
録
す
る
行
政
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

、
同
法
、
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
七

年
政
令
第
二
十
六
号
）
、
重
要
経
済
安
保
情
報
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
、
適
性
評
価

の
実
施
並
び
に
適
合
事
業
者
の
認
定
に
関
し
、
統
一
的
な
運
用
を
図
る
た
め
の
基
準

（
令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
閣
議
決
定
）
及
び
同
令
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
定
め
ら
れ
た
文
部
科
学
省
に
お
け
る
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規

程
に
基
づ
き
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
特
定
秘
密
又
は
重
要
経
済
安
保
情
報
以
外
の
公
表
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
情 

報
が
記
録
さ
れ
た
行
政
文
書
の
う
ち
秘
密
保
全
を
要
す
る
行
政
文
書
の
管
理
） 

第
三
十
条 

特
定
秘
密
又
は
重
要
経
済
安
保
情
報
以
外
の
公
表
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
情
報
が
記
録
さ
れ
た
行
政
文
書
の
う
ち
秘
密
保
全
を
要
す
る
行
政
文
書
（
特
定

第
十
章 

秘
密
文
書
等
の
管
理 

（
特
定
秘
密
で
あ
る
情
報
を
記
録
す
る
行
政
文
書
の
管
理
） 

 

第
二
十
九
条 

特
定
秘
密
（
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律

第
百
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
秘
密
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ

る
情
報
を
記
録
す
る
行
政
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

同
法
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
三

十
六
号
）
、
特
定
秘
密
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
適
性
評
価
の
実
施
に
関
し
統

一
的
な
運
用
を
図
る
た
め
の
基
準
（
平
成
二
十
六
年
十
月
十
四
日
閣
議
決
定
）
及
び

同
令
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
文
部
科
学
省
に
お
け
る
特
定

秘
密
の
保
護
に
関
す
る
規
程
に
基
づ
き
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

         
（
特
定
秘
密
以
外
の
公
表
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
情
報
が
記
録
さ
れ
た
行
政
文 

書
の
う
ち
秘
密
保
全
を
要
す
る
行
政
文
書
の
管
理
） 

第
三
十
条 

特
定
秘
密
以
外
の
公
表
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
情
報
が
記
録
さ
れ
た

行
政
文
書
の
う
ち
秘
密
保
全
を
要
す
る
行
政
文
書
（
特
定
秘
密
で
あ
る
情
報
を
記
録



 

3 

秘
密
で
あ
る
情
報
又
は
重
要
経
済
安
保
情
報
を
記
録
す
る
行
政
文
書
を
除
く
。
以
下

「
秘
密
文
書
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
種
類
に
区
分
し
、
指
定
す
る
。 

一
・
二 

 [
略]

  

２ 

秘
密
文
書
の
指
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
秘
密
文
書
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
以
下
「
指
定
者
」
と
い
う
。
）
が
期
間
（
極
秘
文
書
に
つ

い
て
は
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
定
め
て
そ

れ
ぞ
れ
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
指
定
は
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

極
秘
文
書 

官
房
長
、
局
長
、
国
際
統
括
官
、
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
次
長
、
文 

化
庁
次
長
又
は
施
設
等
機
関
等
の
長 

二 
[

略]
 

３
～
10 

[

略]
 

 別
表
第
一 

行
政
文
書
の
保
存
期
間
基
準 

事 

項 

業
務
の
区
分 

当
該
業
務
に
係
る
行
政
文

書
の
類
型
（
施
行
令
別
表

の
該
当
項
） 

保
存
期
間 

具 

体 

例 

法
令
の
制
定
又
は
改
廃
及
び
そ
の
経
緯 

一 

   

 

法
律
の

制
定
又

は
改
廃

及
び
そ

の
経
緯 

⑴

～

⑸ 
[

略]
 

⑹
官
報
公
示

そ
の
他
の

公
布 

官
報
公
示
に
関
す
る
文
書

そ
の
他
の
公
布
に
関
す
る

文
書
（
一
の
項
ト
） 

二
十
年 

・
官
報 

・
公
布
裁
可
書
（
御

署
名
原
本
） 

⑺ 
[

略]
 

二 

条
約
そ

の
他
の

国
際
約

束
の
締

結
及
び

そ
の
経

緯 

⑴

～

⑸ 
[

略]
 

⑹
官
報
公
示

そ
の
他
の

公
布 

官
報
公
示
に
関
す
る
文
書

そ
の
他
の
公
布
に
関
す
る

文
書
（
二
の
項
ニ
） 

二
十
年
（
保

存
期
間
満
了

時
の
措
置
を

廃
棄
の
措
置

と
定
め
た
文

書
（
経
済
協

力
関
係
等
で

定
型
化
し
、

重
要
性
が
な

い
も
の
）
に

・
官
報 

・
公
布
裁
可
書
（
御 

署
名
原
本
） 

す
る
行
政
文
書
を
除
く
。
以
下
「
秘
密
文
書
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
種
類
に
区
分

し
、
指
定
す
る
。 

一
・
二 

[

同
上]

 

２ 

秘
密
文
書
の
指
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
秘
密
文
書
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
以
下
「
指
定
者
」
と
い
う
。
）
が
期
間
（
極
秘
文
書
に
つ

い
て
は
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
定
め
て
そ

れ
ぞ
れ
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
指
定
は
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

極
秘
文
書 

官
房
長
、
局
長
、
国
際
統
括
官
、
文
教
施
設
企
画
・
防
災
部
長
、 

私
学
部
長
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
次
長
、
文
化
庁
次
長
又
は
施
設
等
機
関
等
の
長 

二 
[

同
上]

 

３
～
10 

[

同
上]

 

 

別
表
第
一 

行
政
文
書
の
保
存
期
間
基
準 

事 

項 

業
務
の
区
分 

当
該
業
務
に
係
る
行
政
文

書
の
類
型
（
施
行
令
別
表

の
該
当
項
） 

保
存
期
間 

具 

体 

例 

法
令
の
制
定
又
は
改
廃
及
び
そ
の
経
緯 

一 

  

 

法
律
の

制
定
又

は
改
廃

及
び
そ

の
経
緯 

⑴

～

⑸ 
[

同
上]

 

⑹
官
報
公
示

そ
の
他
の

公
布 

官
報
公
示
に
関
す
る
文
書

そ
の
他
の
公
布
に
関
す
る

文
書
（
一
の
項
ト
） 

二
十
年 

・
官
報
の
写
し 

・
公
布
裁
可
書
（
御

署
名
原
本
） 

⑺ 
[

同
上]

 

二 

条
約
そ

の
他
の

国
際
約

束
の
締

結
及
び

そ
の
経

緯 

⑴

～

⑸ 
[

同
上]

 

⑹
官
報
公
示

そ
の
他
の

公
布 

官
報
公
示
に
関
す
る
文
書

そ
の
他
の
公
布
に
関
す
る

文
書
（
二
の
項
ニ
） 

二
十
年
（
保

存
期
間
満
了

時
の
措
置
を

廃
棄
の
措
置

と
定
め
た
文

書
（
経
済
協

力
関
係
等
で

定
型
化
し
、

重
要
性
が
な

い
も
の
）
に

・
官
報
の
写
し 

・
公
布
裁
可
書
（
御 

署
名
原
本
） 



 

4 

つ
い
て
は
三

十
年
） 

三 

政

令

の

制

定

又

は

改

廃

及

び

そ

の

経

緯 

⑴

～

⑸ 
[

略]
 

⑹
官
報
公
示

そ
の
他
の

公
布 

官
報
公
示
に
関
す
る
文
書

そ
の
他
の
公
布
に
関
す
る

文
書
（
一
の
項
ト
） 

二

十

年 

・
官
報 

・
公
布
裁
可
書
（
御 

署
名
原
本
） 

⑺ 
[

略]
 

四  

省

令

そ

の

他

の

規

則

の

制

定

又

は

改

廃

及

び

そ

の

経

緯 

⑴

～

⑶ 
[

略]
 

⑷

官
報
公
示

官

報

公

示

に

関

す

る

文

書

（

一

の

項

ト

） 

二

十

年 

・

官

報 

⑸ 
[

略]
 

五
～
十
三 

[

略]
 

そ

の

他

の

事

項 

十四 

告

示

、

訓

令

及

び

通

達

の

制

定

又

は

改

廃

及

び

そ

の

経

緯 

⑴
告
示
の
立

案
の
検
討

そ
の
他
の

重
要
な
経

緯
（
一
の

項
か
ら
十

三
の
項
ま

で
に
掲
げ

る
も
の
を

除
く
。
） 

①

～

④ 
[

略]
 

⑤

官

報

公

示

に

関

す

る

文

書

（

二

十

の

項

ハ

） 

十

年 

・

官

報 

⑵ 
[

略]
 

十

五

～

二

十

一 
[

略]
 

二十二 

文

書

の

管

理

等

に

関

す

る

事

項 

文

書

の

管

理

等 

 

[

略]
 

第

二

十

三

条

第

三

項

に

規

定

す

る

行

政

文

書

フ

ァ

イ

ル

等

の

廃

棄

の

記

録 

五

年 

・

廃

棄

の

記

録 

二

十

三

～

二

十

九 
[

略]
 

備

考 
[

略]
 

 

つ
い
て
は
三

十
年
） 

三 

政

令

の

制

定

又

は

改

廃

及

び

そ

の

経

緯 

⑴

～

⑸ 
[

同

上]
 

⑹
官
報
公
示

そ
の
他
の

公
布 

官
報
公
示
に
関
す
る
文
書

そ
の
他
の
公
布
に
関
す
る

文
書
（
一
の
項
ト
） 

二

十

年 

・
官
報
の
写
し 

・
公
布
裁
可
書
（
御 

署
名
原
本
） 

⑺ 
[

同

上]
 

四  

省

令

そ

の

他

の

規

則

の

制

定

又

は

改

廃

及

び

そ

の

経

緯 

⑴

～

⑶ 
[

同

上]
 

⑷

官
報
公
示 

官

報

公

示

に

関

す

る

文

書

（

一

の

項

ト

） 

二

十

年 

・

官

報

の

写

し 

⑸ 
[

同

上]
 

五
～
十
三 

[

同
上]

 

そ

の

他

の

事

項 

十 四 

告

示

、

訓

令

及

び

通

達

の

制

定

又

は

改

廃

及

び

そ

の

経

緯 

⑴
告
示
の
立

案
の
検
討

そ
の
他
の

重
要
な
経

緯
（
一
の

項
か
ら
十

三
の
項
ま

で
に
掲
げ

る
も
の
を

除
く
。
） 

①

～

④ 
[

同

上]
 

⑤

官

報

公

示

に

関

す

る

文

書

（

二

十

の

項

ハ

） 

十

年 

・

官

報

の

写

し 

 

⑵ 
[

同

上]
 

十

五

～

二

十

一 
[

同

上]
 

二十二 

  

文

書

の

管

理

等

に

関

す

る

事

項 

 
文

書

の

管

理

等 

[

同

上]
 

第

二

十

二

条

第

三

項

に

規

定

す

る

行

政

文

書

フ

ァ

イ

ル

等

の

廃

棄

の

記

録 

五

年 

・

廃

棄

の

記

録 

二

十

三

～

二

十

九 
[

同

上]
 

備

考 
[

同

上]
 

 



 

5 

別
表
第
二 

保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
の
設
定
基
準 

１ 
[

略]
 

２ 

具
体
的
な
移
管
・
廃
棄
の
判
断
指
針 

１
の
基
本
的
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
個
別
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
保
存
期
間 

満
了
時
の
措
置
（
移
管
・
廃
棄
）
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
⑴
～
⑹
に
沿
っ
て 

行
う
も
の
と
し
、
い
ず
れ
か
の
基
準
に
お
い
て
移
管
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
移
管 

す
る
も
の
と
す
る
。 

⑴
～
⑶ 

[

略]
 

⑷ 

特
定
秘
密
で
あ
る
情
報
又
は
重
要
経
済
安
保
情
報
を
記
録
す
る
行
政
文
書 

特
定
秘
密
で
あ
る
情
報
を
記
録
す
る
行
政
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
に
定
め 

る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す

る
法
律
施
行
令
及
び
特
定
秘
密
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
適
性
評
価
の
実
施

に
関
し
統
一
的
な
運
用
を
図
る
た
め
の
基
準
を
踏
ま
え
、
移
管
・
廃
棄
の
判
断
を

行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
重
要
経
済
安
保
情
報
を
記
録
す
る
行
政
文
書
に
つ
い

て
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用

に
関
す
る
法
律
、
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
施
行
令

及
び
重
要
経
済
安
保
情
報
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
、
適
性
評
価
の
実
施
並
び
に
適

合
事
業
者
の
認
定
に
関
し
、
統
一
的
な
運
用
を
図
る
た
め
の
基
準
を
踏
ま
え
、
移

管
・
廃
棄
の
判
断
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

⑸
～
⑹ 

[

略]
 

別
表
第
二 

保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
の
設
定
基
準 

１ 
[

同
上]

 

２ 

具
体
的
な
移
管
・
廃
棄
の
判
断
指
針 

１
の
基
本
的
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
個
別
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
保
存
期
間 

満
了
時
の
措
置
（
移
管
・
廃
棄
）
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
⑴
～
⑹
に
沿
っ
て 

行
う
も
の
と
し
、
い
ず
れ
か
の
基
準
に
お
い
て
移
管
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
移
管 

す
る
も
の
と
す
る
。 

⑴
～
⑶ 

[

同
上]

 

⑷ 

特
定
秘
密
で
あ
る
情
報
を
記
録
す
る
行
政
文
書 

特
定
秘
密
で
あ
る
情
報
を
記
録
す
る
行
政
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す

る
法
律
施
行
令
及
び
特
定
秘
密
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
適
性
評
価
の
実
施

に
関
し
統
一
的
な
運
用
を
図
る
た
め
の
基
準
を
踏
ま
え
、
移
管
・
廃
棄
の
判
断
を

行
う
も
の
と
す
る
。 

     ⑸
～
⑹ 

[

同
上]

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
章
の
改
正
規
定
（
「
文
教
施
設
企
画
・
防
災

部
長
、
私
学
部
長
」
を
「
部
長
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は
、
重
要
経
済
安
保
情
報

の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
五
月
十
六
日
）
か
ら
実

施
す
る
。 

   


